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監 査 公 表 第 ２ ２ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
平 成 25年 11月 22日

福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

１ 監 査 実 施 期 間 平 成 25年 ９ 月 ４ 日 ～ 平 成 25年 10月 18日
２ 監 査 対 象 機 関 本 庁 15箇 所 、 公 所 15箇 所
３ 監 査 の 結 果

監 査 は 、 平 成 24会 計 年 度 の 財 務 に 関 す る 事 務 （ 北 海 道 事 務 所 は 平 成 23会 計 年 度 及 び
平 成 24会 計 年 度 の 財 務 に 関 す る 事 務 ） に つ い て 実 施 し た 。
⑴ 知 事 直 轄

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

知事直轄 平成25年10月18日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成25年９月９日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 委 託 料 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 変 更 契 約 を 締 結 す る と き に 出 納 機 関 の 確 認
を 受 け て い な い も の が あ る 。 （ 知 事 公 室 ）

⑵ 総 務 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年８月19日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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総務部 平成25年９月18日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 ～
平成25年８月23日

県北地方振興 平成25年８月１日
平成25年９月11日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査

局 平成25年８月２日

県中地方振興 平成25年７月30日
平成25年９月９日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

局 平成25年７月31日

県南地方振興 平成25年７月23日
平成25年９月10日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査

局 平成25年７月24日

会津地方振興 平成25年７月23日
平成25年９月５日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

局 平成25年７月24日

南会津地方振 平成25年７月24日
平成25年９月６日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

興局 平成25年７月25日

いわき地方振 平成25年７月30日
平成25年９月12日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査

興局 平成25年７月31日

北海道事務所 平成25年９月11日 青木 稔 美馬武千代 実地監査 平成25年６月21日

○ 下 記 の と お り 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 今 後 こ の よ う な こ と の 生 じ な い よ う 適
正 な 事 務 処 理 に 努 め る こ と 。
指 摘 事 項
・ 住 民 税 の 取 扱 い に 著 し く 適 切 で な い も の が あ る 。
「 事 実 」
退 職 ・ 休 職 等 し た 職 員 の 住 民 税 の 異 動 届 け 未 提 出 （ 70件 11 , 3 7 7 , 5 0 0円 ） 及

び デ ー タ 入 力 の 誤 り 等 に よ り 誤 納 付 （ 73件 4 , 3 3 4 , 4 0 0円 ） が 発 生 し 、 担 当 職 員
が そ の 一 部 を 自 費 で 立 替 え て 支 払 っ て い た 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
住 民 税 の 取 扱 い に 当 た っ て は 、 職 員 に 制 度 内 容 等 を 十 分 周 知 す る と と も に 、

チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 （ 人 事 総 室 ）
・ 県 民 税 利 子 割 交 付 金 、 県 民 税 配 当 割 交 付 金 、 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
の 市 町 村 交 付 に 著 し く 適 切 で な い も の が あ る 。
「 事 実 」
県 民 税 利 子 割 交 付 金 、 県 民 税 配 当 割 交 付 金 、 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

金 に つ い て 、 年 度 間 調 整 漏 れ が あ り 、 結 果 と し て 、 本 来 市 町 村 に 交 付 す べ き
額 に 対 し 、 総 額 で 18 , 8 3 5 , 8 7 6円 の 交 付 不 足 と な っ た 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
県 民 税 に 係 る 市 町 村 へ の 交 付 金 の 算 定 に 当 た っ て は 、 職 員 に 制 度 内 容 等 を

十 分 周 知 す る と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
う こ と 。 （ 財 務 総 室 ）

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 計 量 法 の 規 定 に よ る 有 効 期 間 を 経 過 し た 水 道 子 メ ー タ ー の 確 認 ・ 交 換 を 怠 り 、
計 量 検 定 所 か ら 改 善 を 求 め ら れ た 後 に 交 換 し て い る 。 （ 文 書 管 財 総 室 ）

・ 私 立 幼 稚 園 心 身 障 が い 児 教 育 費 補 助 金 と 私 立 学 校 運 営 費 補 助 金 （ 一 般 補 助 ）
の 対 象 経 費 は 重 複 で き な い と さ れ て い る に も か か わ ら ず 、 人 件 費 等 の 一 部 で
重 複 申 請 が 行 わ れ 、 そ の ま ま 補 助 対 象 経 費 と し て 認 め て い る 。

（ 文 書 管 財 総 室 ）
・ 庁 舎 管 理 業 務 委 託 に つ い て 、 請 求 の 時 点 で は 実 施 さ れ て い な か っ た 防 鼠 防 虫

そ

業 務 の 履 行 確 認 を 行 わ な い ま ま 請 求 額 全 額 を 支 出 し て い る 月 が あ る 。
（ 県 北 地 方 振 興 局 ）

・ 公 舎 解 体 工 事 に お い て 、 基 礎 等 の 埋 没 部 の 撤 去 が 確 認 で き な い に も か か わ ら
ず 、 検 査 で 合 格 と し 、 請 負 代 金 を 支 払 っ て い る 。 （ 会 津 地 方 振 興 局 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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⑶ 企 画 調 整 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年８月19日
企画調整部 平成25年９月13日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 ～

平成25年８月28日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 補 助 事 業 の 事 業 費 確 定 に 伴 い 減 額 交 付 （ 補 助 金 の 返 納 ） と な っ た ２ 事 業 に お
い て 、 補 助 金 額 の 全 額 を 概 算 払 い し て い る に も か か わ ら ず 、 事 業 進 捗 等 に お
け る 状 況 報 告 及 び 確 認 を 十 分 に 行 わ な か っ た こ と や 当 該 事 業 費 確 定 が 遅 延 し
た た め 、 事 業 完 了 年 度 内 に 補 助 金 が 返 納 さ れ て い な い 。 （ 文 化 ス ポ ー ツ 局 ）

・ 消 費 税 免 税 業 者 と の 単 独 随 意 契 約 に お け る 予 定 価 格 の 設 定 に つ い て 、 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税 の 額 は 、 課 税 取 引 の み を 基 礎 と し て 算 出 す べ き と こ ろ 、 相 手
方 が 課 税 事 業 者 か 免 税 事 業 者 か の 確 認 を し な い ま ま 、 非 課 税 又 は 不 課 税 取 引
を 含 め た 全 体 額 に 税 率 を 乗 じ て 算 出 し て い る 。 （ 文 化 ス ポ ー ツ 局 ）

⑷ 生 活 環 境 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年９月９日
生活環境部 平成25年10月17日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 ～

平成25年９月13日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 補 助 金 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 交 付 決 定 時 及 び 変 更 交 付 決 定 時 に 出 納 機 関
の 確 認 を 受 け て い な い も の が あ る 。 （ 環 境 保 全 総 室 ）

⑸ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年８月19日
保健福祉部 平成25年９月19日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 ～

平成25年８月29日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ レ ン ト ゲ ン 装 置 の 廃 棄 に 当 た り 、 不 用 の 決 定 を し な い ま ま 廃 棄 し て い る 。

（ 保 健 福 祉 総 室 ）
・ 平 成 22年 度 に お け る 業 務 委 託 に つ い て 、 履 行 確 認 検 査 が 終 了 し て い る に も か
か わ ら ず 、 契 約 保 証 金 の 一 部 が 還 付 さ れ て い な い 。 （ 生 活 福 祉 総 室 ）

・ 補 助 金 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 交 付 決 定 時 に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な
い も の が あ る 。 （ 生 活 福 祉 総 室 ）

・ 寄 付 金 （ 11件 1 , 0 1 7 , 6 5 8円 ） に 係 る 収 入 調 定 事 務 を 財 務 会 計 シ ス テ ム で 行 う 際
に 、 誤 っ て 二 重 に デ ー タ を 送 信 し 、 そ の 後 に お い て 調 定 、 収 入 状 況 等 の 確 認
を 適 切 に 行 わ な か っ た た め に 誤 り を 発 見 で き ず 、 調 定 額 が 過 大 と な っ て い る 。

（ 自 立 支 援 総 室 ）
・ 補 助 金 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 交 付 決 定 時 に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な
い も の が あ る 。 （ 健 康 衛 生 総 室 ）

・ 衛 生 手 数 料 に お い て 、 証 紙 収 入 報 告 に 誤 り が あ り 、 27件 103 , 5 0 0円 の 過 小 報 告
と な っ て い る 。 ま た 、 食 品 衛 生 手 数 料 に お い て 、 証 紙 収 入 報 告 に 誤 り が あ り 、
１ 件 9 , 8 0 0円 の 過 小 報 告 と な っ て い る 。 （ 健 康 衛 生 総 室 ）

⑹ 商 工 労 働 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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平成25年８月27日
商工労働部 平成25年９月20日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 ～

平成25年８月29日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑺ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年８月19日
農林水産部 平成25年９月17日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 ～

平成25年８月29日

県中農林事務 平成25年７月11日
平成25年９月４日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

所 平成25年７月12日

会津農林事務 平成25年６月20日
平成25年９月５日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

所 平成25年６月21日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 業 務 委 託 に つ い て 、 契 約 を 締 結 す る と き に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な い も
の が あ る 。 （ 生 産 流 通 総 室 ）

・ 業 務 委 託 に つ い て 、 契 約 を 締 結 す る と き に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な い も
の が あ る 。 （ 森 林 林 業 総 室 ）

・ 翁 島 県 有 林 内 に 設 置 さ れ て い る 電 力 柱 18本 、 支 柱 14本 、 電 信 柱 11本 、 支 柱 ６
本 に つ い て 、 貸 付 手 続 を 行 わ な い ま ま 使 用 さ せ て い た 。 （ 森 林 林 業 総 室 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑻ 土 木 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年９月10日
土木部 平成25年10月11日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 ～

平成25年９月19日

県北建設事務 平成25年７月16日
平成25年９月９日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査

所 平成25年７月17日

県中建設事務 平成25年７月９日
平成25年９月９日 青木 稔 美馬武千代 実地監査

所 平成25年７月10日

いわき建設事 平成25年７月２日
平成25年９月12日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査

務所 平成25年７月３日

小名浜港湾建
平成25年９月11日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査 平成25年７月４日

設事務所

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 平 成 23年 ９ 月 に 発 注 し 、 同 年 ９ 月 及 び 11月 に 受 領 し た 物 品 に つ い て 、 当 該 年
度 内 に 支 払 が 完 了 せ ず 、 平 成 25年 ２ 月 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

（ 企 画 技 術 総 室 ）
・ 河 川 敷 占 用 料 に つ い て 、 納 付 交 渉 の 不 足 等 に よ り 、 641 , 0 00円 の 収 入 未 済 が あ
る 。 ま た 、 道 路 敷 占 用 料 に つ い て 、 平 成 25年 ３ 月 に 不 納 欠 損 登 録 を 行 っ た 平
成 18年 度 分 ２ 件 に つ い て 占 用 状 態 が 継 続 し て い る に も か か わ ら ず 、 道 路 法 に
基 づ く 申 請 指 導 が 不 十 分 で あ る 。 （ 県 北 建 設 事 務 所 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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・ 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 に 関 す る 法 律 第 11条 に 該 当 す る に も か か わ
ら ず 、 同 法 で 規 定 す る 当 該 工 事 に 着 手 す る 旨 の 通 知 を 行 っ て い な い も の が あ
る 。 （ 県 北 建 設 事 務 所 ）

・ 河 川 法 占 用 許 可 未 申 請 物 件 の 解 消 に 向 け た 事 務 処 理 の 遅 延 に よ り 、 未 申 請 物
件 が 1 , 2 7 8件 あ る 。 （ 県 中 建 設 事 務 所 ）

・ 県 営 住 宅 使 用 料 の 現 年 度 分 徴 収 率 が 県 平 均 を 下 回 り 、 か つ 、 前 年 度 を 下 回 っ
て い る 。 （ 県 中 建 設 事 務 所 ）

・ 福 島 県 土 木 部 工 事 監 督 員 執 務 要 綱 に 定 め る 工 事 の 段 階 検 査 に つ い て 、 原 則 臨
場 に よ り 確 認 す べ き と こ ろ 、 机 上 で 確 認 し て い る も の や 確 認 し て い な い 工 種
が あ る 。 （ 県 中 建 設 事 務 所 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑼ 出 納 局

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

出納局 平成25年10月18日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年９月18日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑽ 議 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

議会事務局 平成25年10月18日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年９月９日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑾ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年９月10日
教育庁 平成25年10月15日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成25年９月18日

県北教育事務
平成25年９月９日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査 平成25年７月２日

所

県南教育事務
平成25年９月10日 亀岡 義尚 尾形 克彦 実地監査 平成25年７月11日

所

○ 下 記 の と お り 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 今 後 こ の よ う な こ と の 生 じ な い よ う 適
正 な 事 務 処 理 に 努 め る こ と 。
指 摘 事 項
・ 旅 費 の 支 給 に 適 切 で な い も の が あ る 。
「 事 実 」
文 化 財 レ ス キ ュ ー 事 業 の た め 出 張 し た 博 物 館 職 員 Ａ ほ か ７ 名 に 対 し 、 文 化

財 課 が 支 弁 す べ き 旅 費 13件 が 二 重 に 支 給 さ れ て い る 。
正 当 支 給 額 138 , 4 5 0円
既 支 給 額 276 , 9 0 0円
過 支 給 額 138 , 4 5 0円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
旅 費 の 支 給 に 当 た っ て は 、 職 員 に 支 給 事 務 手 続 等 を 十 分 確 認 さ せ る と と も

に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。
（ 文 化 財 課 ）

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 補 助 金 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 交 付 決 定 時 に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な
い も の が あ る 。 （ 財 務 課 ）

・ 給 料 等 の 過 払 い 支 給 分 に つ い て 、 徴 収 事 務 を 適 切 か つ 十 分 に 行 わ な か っ た た

───────────────────────────────────────────────────────────
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め 、 収 入 未 済 が 解 消 さ れ ず 、 消 滅 時 効 と な っ て い る 。 （ 財 務 課 ）
・ 業 務 委 託 に つ い て 、 契 約 を 締 結 す る と き に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な い も
の が あ る 。 （ 社 会 教 育 課 ）

・ 旅 行 終 了 か ら ３ か 月 以 上 経 過 し て 支 払 わ れ て い る 旅 費 が 227件 あ る 。
（ 義 務 教 育 課 ）

・ 補 助 金 の 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 交 付 決 定 時 に 出 納 機 関 の 確 認 を 受 け て い な
い も の が あ る 。 （ 健 康 教 育 課 ）

・ 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 払 い に お い て 、 事 業 の 終 了 か ら ３ か 月 以 上 経 過 し て 支 払
わ れ て い る も の が あ る 。 （ 健 康 教 育 課 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑿ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成25年９月９日
警察本部 平成25年10月16日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 ～

平成25年９月17日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 建 物 譲 渡 に 係 る 代 金 （ 280 , 0 00円 ） を 雑 入 で 収 入 し た 後 、 補 正 予 算 で 不 動 産 売
払 収 入 を 計 上 し た に も か か わ ら ず 、 当 該 収 入 金 の 科 目 更 正 を 行 っ て い な い 。

（ 警 務 部 ）
・ 業 務 委 託 の 単 価 契 約 を 締 結 す る に 当 た り 、 単 価 に 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 金 額
の 合 計 が 1 , 0 0 0万 円 を 超 え て い る に も か か わ ら ず 、 出 納 機 関 に 協 議 し て い な
い 。 （ 警 務 部 ）

・ 警 察 許 可 等 手 数 料 に つ い て 、 警 察 署 か ら の 証 紙 収 入 報 告 を 集 計 す る 際 に 誤 り
が あ り 、 12 , 3 3 0円 の 過 小 報 告 と な っ て い る 。 （ 生 活 安 全 部 ）

⒀ 監 査 委 員

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

監査委員事務
平成25年10月18日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成25年９月19日

局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⒁ 人 事 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

人事委員会事
平成25年10月18日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成25年９月19日

務局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⒂ 労 働 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

労働委員会事
平成25年10月17日 青木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年９月19日

務局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ２ ３ 号
平 成 25年 ９ 月 20日 監 査 公 表 第 21号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と お
り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成25年11月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第71号7

平 成 25年 11月 22日
福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 病 第 6 1 9 号
平 成 25年 10月 10日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一 □印
定 期 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ９ 月 ４ 日 付 け 25福 監 第 110号 で 報 告 の あ っ た 県 立 病 院 事 業 に 関 す る 定 期 監 査 の
結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 措 置 状 況 を 別 紙 の と お り 通 知 し ま
す 。

（別紙）
定期監査結果に関する措置状況

指 摘 事 項 措 置 の 状 況

矢 吹 病 院

「 指 摘 事 項 」
預 り 金 の 経 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い 預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） の 未 納 付 分

る も の が あ る 。 等 に つ い て は 、 次 の と お り 事 務 処 理 を 行
い ま し た 。

「 事 実 」 １ 未 納 付 分 1 , 3 7 2 , 8 9 7円
預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） に つ い て 、 ⑴ 福 島 税 務 署 （ 職 員 業 務 課 経 由 ） 申

適切な処理がなされていないものがある。 告 納 付
未 納 付 分 1 , 3 7 2 , 8 9 7円 7 , 9 2 7円 （ 平 成 25年 ７ 月 19日 ）
過 納 付 分 1 , 8 7 3円 ⑵ 白 河 税 務 署 申 告 納 付

40 , 5 3 0円 （ 平 成 25年 ７ 月 ８ 日 ）
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 ⑶ 時 効 到 来 分 の 収 益 計 上
預 り 金 の 経 理 に 当 た っ て は 関 係 規 程 に 1 , 3 2 4 , 4 4 0円 （ 平 成 25年 ９ 月 19日 ）

基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 組 織 と し て ２ 過 納 付 分 1 , 8 7 3円
の 内 部 牽 制 が 適 切 に 行 わ れ る よ う チ ェ ッ ⑴ 福 島 税 務 署 （ 職 員 業 務 課 経 由 ） 還

け ん

ク 体 制 の 強 化 を 図 る こ と 。 付 請 求
1 , 3 2 7円 （ 平 成 25年 ７ 月 19日 ）

⑵ 白 河 税 務 署 還 付 請 求
546円 （ 平 成 25年 ７ 月 ８ 日 ）

今 後 は 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 や 月 末 に
お け る 未 精 算 額 の 内 容 確 認 な ど に よ り 再
発 防 止 を 図 る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め て ま い り ま す 。

会 津 総 合 病 院

「 指 摘 事 項 」
預 り 金 の 経 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い 預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） の 未 納 付 分

る も の が あ る 。 等 に つ い て は 、 次 の と お り 事 務 処 理 を 行
い ま し た 。

「 事 実 」 １ 未 納 付 分 1 , 4 1 4 , 2 4 0円
預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） に つ い て 、 ⑴ 福 島 税 務 署 （ 職 員 業 務 課 経 由 ） 申

適切な処理がなされていないものがある。 告 納 付
未 納 付 分 1 , 4 1 4 , 2 4 0円 1 , 4 1 2 , 6 0 0円 （ 平 成 25年 ７ 月 19日 ）
過 納 付 分 1 , 9 0 2 , 2 3 0円 ⑵ 会 津 若 松 税 務 署 申 告 納 付

───────────────────────────────────────────────────────────
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1 , 6 4 0円 （ 平 成 25年 ７ 月 ８ 日 ）
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 ２ 過 納 付 分 1 , 9 0 2 , 2 3 0円
預 り 金 の 経 理 に 当 た っ て は 関 係 規 程 に ⑴ 会 津 若 松 税 務 署 還 付 請 求

基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 組 織 と し て 1 , 9 0 2 , 2 3 0円 （ 平 成 25年 ６ 月 27日 ）
の 内 部 牽 制 が 適 切 に 行 わ れ る よ う チ ェ ッ

け ん

ク 体 制 の 強 化 を 図 る こ と 。 今 後 は 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 や 月 末 に
お け る 未 精 算 額 の 内 容 確 認 な ど に よ り 再
発 防 止 を 図 る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め て ま い り ま す 。

南 会 津 病 院

「 指 摘 事 項 」
預 り 金 の 経 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い 預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） の 未 納 付 分

る も の が あ る 。 等 に つ い て は 、 次 の と お り 事 務 処 理 を 行
い ま し た 。

「 事 実 」 １ 未 納 付 分 454 , 4 2 9円
預 り 金 （ 源 泉 徴 収 所 得 税 ） に つ い て 、 ⑴ 福 島 税 務 署 （ 職 員 業 務 課 経 由 ） 申

適切な処理がなされていないものがある。 告 納 付
未 納 付 分 454 , 4 2 9円 42 1 , 5 4 4円 （ 平 成 25年 ７ 月 19日 ）
過 納 付 分 12 , 7 8 4円 ⑵ 田 島 税 務 署 申 告 納 付
本 人 未 還 付 分 3 , 2 1 0円 32 , 8 8 5円 （ 平 成 25年 ７ 月 10日 ）

２ 過 納 付 分 12 , 7 8 4円
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 ⑴ 福 島 税 務 署 （ 職 員 業 務 課 経 由 ） 還
預 り 金 の 経 理 に 当 た っ て は 関 係 規 程 に 付 請 求

基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 組 織 と し て 10 , 9 9 4円 （ 平 成 25年 ７ 月 19日 ）
の 内 部 牽 制 が 適 切 に 行 わ れ る よ う チ ェ ッ ⑵ 田 島 税 務 署 還 付 請 求

け ん

ク 体 制 の 強 化 を 図 る こ と 。 1 , 7 9 0円 （ 平 成 25年 ７ 月 10日 ）
３ 本 人 未 還 付 分 3 , 2 1 0円
⑴ 本 人 へ の 還 付 処 理

3 , 2 1 0円 （ 平 成 25年 ７ 月 10日 ）

今 後 は 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 や 月 末 に
お け る 未 精 算 額 の 内 容 確 認 な ど に よ り 再
発 防 止 を 図 る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め て ま い り ま す 。

（ 監 査 総 務 課 ）
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